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令和７年４月１８日

保 護 者 各位

秋田商業高等学校

事務長

令和７年度の秋田市立学校授業料徴収について

１ 授業料無償化について

令和７年度に行う「いわゆる高校無償化」に係る先行措置について、文部科学

省より通知がありました。今年度は、就学支援金制度で所得制限を受けている世

帯の高校生等を対象に、「高校生等臨時支援金」（以下、「臨時支援金」という。）

制度が追加されます。臨時支援金は保護者に直接支給されるものではなく、就学

支援金と同様に、学校代理受領により授業料債権に充当されます。

なお、申請等については、後日、別途通知しますが、７月の就学支援金判定結

果を用いて、受給資格の判定を行う予定です。

２ 就学支援金の申請及び認定状況と、高校生等臨時支援金の関係について

新入生の就学支援金受給資格認定申請については、３月の時点で臨時支援金

の内容が未定だったため、全員からの申請をお願いしたところですが、先日、文科

省より示された臨時支援金の内容では、現２・３年生の４～６月分授業料について、

次の場合でも、該当させることができる見込みです。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

パターン１：令和７年４月から６月まで就学支援金を受給しておらず、令和７年７月申請時に

世帯年収が所得制限以上の場合

→臨時支援金の支給額：118,800円

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

パターン２：令和７年４月から６月まで就学支援金を受給していたが、令和７年７月申請時に

世帯年収が所得制限以上の場合

→就学支援金の支給額：9,900円×3ヶ月（4～6月分）＝29,700円

→臨時支援金の支給額：118,800円－29,700円＝89,100円

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

パターン３：令和７年４月から６月まで就学支援金を受給しておらず、令和７年７月申請時に

世帯年収が所得制限未満となった場合

→就学支援金の支給額：9,900円×9ヶ月（7～3月分）＝89,100円

→臨時支援金の支給額：118,800円－89,100円＝29,700円

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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臨時支援金の受給認定については、就学支援金の６月分までの申請時に「意

向なし」（授業料納入者）としていた生徒についても、令和７年７月の届出又は申請

により、就学支援金の受給の可否を判断したうえで、その判定結果を用いて臨時支

援金の支給認定をするとのことになります。

３ ４月分から６月分までの対応について

１年生については、４月の認定審査結果で所得制限以上で不認定となった世帯

は、４月分から６月分までの授業料２９，７００円を令和７年６月２６日（木）に口座振

替させていただきます。

２年生３年生については、４月分から授業料９，９００円を毎月２６日（２６日が休

日の場合は翌銀行営業日）に口座振替させていただきます。

４ ４月分から６月分までの授業料の還付について

７月の認定申請結果および収入状況届出の認定結果により臨時支援金の金

額が確定した段階で、４月から６月分までに徴収した授業料を振替口座へ還付し

ますが、詳細については後日お知らせいたします。

ご不明な点がありましたら、秋田商業高等学校事務室へお問い合わせください。

担 当 秋田商業高等学校 事務室

就学支援金担当

電話 ０１８－８２３－４３０８


